
当
資
料
セ
ン
タ
ー
主
催
「
二
〇
一
八

年
度
差
別
の
歴
史
を
考
え
る
連
続
講
座
」

の
第
四
回
・
第
五
回
・
第
六
回
を
京
都

府
部
落
解
放
セ
ン
タ
ー
で
、
一
〇
月
五

日
・
一
二
日
・
一
一
月
二
日
に
開
催
し

ま
し
た
。

講
演
要
旨
は
次
の
通
り
で
す
。
詳
し

く
は
年
度
末
に
発
行
予
定
の
講
演
録
を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

住
民
側
は
歴
史
的
経
過
の
説
明
、
土

地
所
有
権
の
取
得
時
効
（
二
〇
年
）
を

主
張
し
て
反
論
す
る
が
、
一
九
九
八
年

全
面
敗
訴
と
な
る
。
国
内
法
で
は
勝
て

な
い
と
の
判
断
か
ら
国
際
人
権
法
に
よ

る
主
張
を
展
開
し
、
「
強
制
立
ち
退
き

か
ら
の
法
的
保
護
」
と
い
う
社
会
権
の
解

釈
を
主
張
す
る
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
大

阪
高
裁
で
の
敗
訴
、
最
高
裁
で
も
上
告
棄

却
と
な
り
、
強
制
立
ち
退
き
（
裁
判
所
に

よ
る
強
制
執
行
）
が
迫
る
状
況
と
な
っ
た
。

そ
の
後
住
民
側
は
、
国
際
法
を
唯
一

の
頼
り
に
主
張
を
続
け
、
国
連
に
高
裁

判
決
批
判
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
レ
ポ
ー
ト
を
提
出

し
、
二
〇
〇
一
年
に
は
国
連
社
会
権
規

約
委
員
会
か
ら
日
本
政
府
に
、
「
ウ
ト

ロ
地
区
に
お
い
て
長
期
間
居
住
を
占
有

し
た
人
々
の
強
制
立
ち
退
き
に
つ
い
て

懸
念
す
る
」
「
必
要
な
措
置
を
と
る
よ

う
勧
告
す
る
」
と
の
勧
告
が
出
さ
れ
る
。

韓
国
政
府
・
民
衆
か
ら
の
ウ
ト
ロ
支
援

の
広
ま
り
な
ど
国
際
人
権
世
論
が
高
ま

る
中
で
、
二
〇
〇
七
年
、
国
土
交
通
省
・

京
都
府
・
宇
治
市
が
協
議
会
を
立
ち
上

げ
、
公
営
住
宅
の
建
設
が
決
ま
っ
た
。

六
年
計
画
の
住
環
境
整
備
事
業
が
進
み
、

二
〇
一
八
年
一
月
に
は
一
棟
目
（
四
〇

戸
）
が
完
成
、
残
り
の
一
〇
数
戸
が
入

る
二
棟
目
は
二
、
三
年
後
に
完
成
予
定

で
あ
る
。

国
内
の
人
権
課
題
が
、
い
い
意
味
で

の
国
際
的
介
入
に
よ
っ
て
改
善
し
た
初

め
て
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
居
住
の
権
利
、

強
制
立
ち
退
き
を
巡
る
問
題
は
山
積
し

て
お
り
、
ウ
ト
ロ
の
取
り
組
み
が
次
に

つ
な
が
る
可
能
性
は
大
き
い
。
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戦
時
中
、
京
都
飛
行
場
建
設
工
事
に

使
わ
れ
た
朝
鮮
人
労
働
者
の
飯
場
が
、

宇
治
市
ウ
ト
ロ
地
区
の
ル
ー
ツ
に
な
る
。

長
屋
に
半
強
制
的
に
集
め
ら
れ
た
朝
鮮

人
労
働
者
と
家
族
三
〇
〇
人
程
が
住
ん

で
い
た
が
、
敗
戦
後
、
何
の
補
償
も
な

く
放
置
さ
れ
た
。
土
地
の
所
有
者
は

「
日
産
車
体
」
で
あ
っ
た
が
、
住
民
た

ち
は
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
戦
後

を
過
ご
す
中
で
、
一
九
八
七
年
三
月
、

地
主
の
日
産
車
体
が
土
地
を
売
却
。
翌

年
、
買
い
受
け
た
不
動
産
業
者
が
訴
訟

を
起
こ
し
、
全
住
民
に
立
ち
退
き
を
迫

る
裁
判
が
始
ま
る
。

一
九
四
五
年
八
月
に
植
民
地
か
ら
解

放
さ
れ
た
朝
鮮
人
に
と
っ
て
、
植
民
地

支
配
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
言
語
・
歴
史

文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た

も
の
を
ど
う
取
り
戻
し
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
が
教
育
の
課
題
と
し
て
あ
っ
た
。

戦
後
、
日
本
に
残
留
し
た
朝
鮮
人
た
ち

に
よ
っ
て
初
等
教
育
機
関
が
各
地
に
開

設
さ
れ
四
万
名
を
超
え
る
児
童
が
学
ん

だ
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
学
校
と
し
て

行
政
か
ら
認
可
を
受
け
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。

一
九
四
八
年
、
文
部
省
は
朝
鮮
人
学

校
を
管
理
す
る
た
め
に
認
可
制
と
す
る

こ
と
を
通
達
す
る
。
兵
庫
や
大
阪
な
ど

で
は
学
校
閉
鎖
命
令
が
出
さ
れ
、
の
ち

に
「
阪
神
教
育
闘
争
」
と
い
わ
れ
る
大

き
な
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
、
占
領
軍

に
よ
る
非
常
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
る
状



況
に
な
っ
た
。

一
方
、
京
都
で
は
特
段
の
強
制
的
な

動
き
は
な
く
、
朝
鮮
人
団
体
と
の
協
議

の
末
、
七
校
の
朝
鮮
人
学
校
設
置
が
認

可
さ
れ
た
。
そ
の
内
の
一
校
は
公
立
学

校
（
陶
化
小
学
校
）
の
中
で
朝
鮮
人
独

自
の
教
育
を
す
る
「
特
別
学
級
」
だ
っ

た
。
こ
れ
は
京
都
独
自
の
措
置
で
、
文

部
省
の
意
向
を
超
え
た
地
方
自
治
的
な

判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し

翌
四
九
年
、
占
領
軍
の
介
入
に
よ
り
特

別
学
級
は
閉
鎖
さ
れ
た
。
又
同
年
、
朝

鮮
人
団
体
へ
の
解
散
命
令
が
出
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
朝
鮮
人
学
校
は
閉
鎖
さ

れ
多
く
の
児
童
生
徒
が
公
立
小
学
校
に

収
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
全
国
で
三

六
二
校
、
児
童
生
徒
数
四
万
人
、
京
都

で
も
一
二
〇
〇
人
の
子
ど
も
が
対
象
と

な
っ
た
。

多
数
の
朝
鮮
人
児
童
の
受
け
入
れ
と

朝
鮮
人
団
体
の
要
求
に
自
治
体
は
苦
慮

し
た
。
京
都
市
で
は
五
三
年
に
、
朝
鮮

語
を
理
解
し
使
用
す
る
能
力
を
養
う
こ

と
、
朝
鮮
に
お
け
る
歴
史
及
び
地
理
に

つ
い
て
の
概
要
を
知
ら
せ
る
こ
と
を
目

標
と
し
た
朝
鮮
人
の
た
め
の
「
特
別
教

育
」
の
開
始
を
決
定
す
る
。
普
段
は
日

本
人
と
同
じ
教
室
に
い
て
、
あ
る
時
間

だ
け
朝
鮮
人
の
子
ど
も
た
ち
だ
け
が
集

ま
っ
て
勉
強
す
る
「
抽
出
学
級
」
、
放

課
後
に
抽
出
し
て
勉
強
す
る
「
放
課
後

学
級
」
、
特
別
に
朝
鮮
人
児
童
に
よ
っ

て
編
成
さ
れ
る
「
特
別
学
級
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
三
タ
イ
プ
の
学
級
は
、
五
四
年

一
月
か
ら
六
月
ま
で
に
九
小
学
校
に
開

設
さ
れ
た
。
特
別
学
級
が
設
置
さ
れ
た

養
正
小
学
校
で
は
朝
鮮
人
だ
け
の
完
全

な
分
離
授
業
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、

公
立
学
校
で
の
朝
鮮
人
教
育
を
否
定
す

る
文
部
省
の
通
達
が
六
五
年
に
出
さ
れ
、

そ
れ
を
受
け
て
「
抽
出
学
級
」
に
一
本

化
さ
れ
た
。
こ
の
「
抽
出
学
級
」
は
民

族
学
級
と
通
称
さ
れ
、
現
在
も
継
続
し

て
い
る
。

日
本
の
教
育
行
政
に
は
、
日
本
の
植

民
地
政
策
の
結
果
日
本
に
居
住
す
る
こ

と
に
な
っ
た
人
々
の
教
育
に
つ
い
て
理

念
や
政
策
が
な
く
、
治
安
対
策
的
な
対

応
に
終
始
し
た
と
い
え
る
。
一
方
、
地

方
の
教
育
行
政
は
政
府
の
意
向
に
沿
っ

た
行
政
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
幾
分

朝
鮮
人
の
側
に
寄
り
添
っ
た
こ
と
も
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
見
る
こ
と
も
重
要
で

あ
る
。

マ
ダ
ン
劇
と
は
一
九
七
〇
、
八
〇
年

代
の
韓
国
で
民
衆
文
化
運
動
の
一
環
と

し
て
展
開
さ
れ
た
、
演
者
と
観
客
が
一

体
と
な
っ
て
創
り
あ
げ
る
民
衆
演
劇
で

あ
る
。
こ
の
マ
ダ
ン
劇
を
一
九
八
〇
年

代
初
め
に
日
本
に
紹
介
し
た
の
が
在
日

朝
鮮
人
二
世
の
梁
民
基
（
一
九
三
四
年

ヤ
ン
ミ
ン
ギ

―
二
〇
一
三
年
）
で
あ
る
。

梁
民
基
は
戦
後
間
も
な
く
名
古
屋
か

ら
京
都
に
一
家
で
移
っ
た
。
移
り
住
ん

だ
西
九
条
は
朝
鮮
人
の
集
住
地
区
で
、

そ
こ
で
初
め
て
朝
鮮
文
化
に
触
れ
る
。

正
月
の
「
農
楽
」
の
風
景
は
後
の
活
動

の
原
点
と
な
っ
た
。
高
校
・
大
学
で
は

文
芸
サ
ー
ク
ル
に
所
属
し
て
在
日
と
し

て
の
自
分
を
見
つ
め
、
朝
鮮
の
言
語
や

文
化
を
学
ぶ
中
で
、
自
分
の
課
題
は
朝

鮮
の
「
歴
史
と
文
化
の
担
い
手
と
し
て

の
民
衆
を
深
く
知
る
作
業
」
を
続
け
る

こ
と
だ
と
し
た
。

一
九
八
一
年
に
『
仮
面
劇
と
マ
ダ
ン

劇
―
韓
国
の
民
衆
演
劇
』
を
出
版
し
て

韓
国
民
衆
演
劇
「
マ
ダ
ン
劇
」
を
紹
介

す
る
。
そ
の
背
景
に
は
韓
国
民
主
化
運

動
に
お
け
る
文
学
芸
術
運
動
や
一
九
八

〇
年
の
光
州
民
衆
抗
争
が
あ
り
、
民
衆

が
主
体
と
な
る
マ
ダ
ン
劇
運
動
の
必
要

性
を
強
く
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

後
、
大
阪
猪
飼
野
で
マ
ダ
ン
劇
活
動
を

始
め
る
。
そ
の
中
で
、
在
日
ハ
ル
モ
ニ

た
ち
が
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
い
、
ポ
ロ
っ
と
涙

を
流
し
、
野
次
を
と
ば
し
て
楽
し
ん
い

る
空
間
、
日
本
社
会
、
在
日
社
会
の
中

で
疎
外
さ
れ
て
き
た
人
々
が
解
放
さ
れ

る
空
間
こ
そ
が
マ
ダ
ン
劇
で
あ
る
と
確

信
す
る
。

そ
の
後
、
京
都
の
東
九
条
で
「
ハ
ン

マ
ダ
ン
」
を
結
成
。
そ
こ
で
は
、
日
本

人
の
参
加
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
な
が

ら
保
育
所
や
公
民
館
、
夏
祭
り
な
ど
地

域
の
現
場
で
公
演
活
動
を
行
っ
た
。
一

九
九
三
年
に
は
、
「
韓
国
・
朝
鮮
人
と

日
本
人
が
ひ
と
つ
の
マ
ダ
ン
に
集
う
」

東
九
条
マ
ダ
ン
が
開
催
さ
れ
る
。
こ
れ

は
ハ
ン
マ
ダ
ン
で
の
日
本
人
参
加
問
題

を
巡
る
議
論
が
導
い
た
「
民
族
交
流
の

マ
ダ
ン
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
民
族
的

立
場
の
違
い
だ
け
で
な
く
、
様
々
に
立

場
の
違
う
「
他
者
」
同
士
が
と
も
に
生

き
る
共
生
の
場
と
し
て
も
位
置
付
け
ら

れ
、
マ
ダ
ン
劇
や
サ
ム
ル
ノ
リ
＆
和
太

鼓
共
演
、
車
い
す
体
験
な
ど
の
演
目
が

現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

梁
民
基
は
、
マ
ダ
ン
運
動
を
「
み
ず

か
ら
の
文
化
を
創
り
だ
す
」
こ
と
と
し

た
。
こ
れ
は
、
狭
く
は
在
日
朝
鮮
人
、

広
く
は
民
族
を
越
え
た
地
域
に
暮
ら
す

生
活
者
一
人
一
人
の
文
化
を
創
り
だ
す

こ
と
で
あ
り
、
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
、

反
資
本
主
義
的
な
側
面
を
持
つ
多
文
化

共
生
を
め
ざ
す
対
抗
文
化
運
動
で
も
あ
っ

た
。
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Ⅰ
、
本
書
全
体
の
構
成

本
書
は
、
明
治
維
新
時
の
江
戸
―
東

京
の
都
市
社
会
の
変
容
を
主
題
と
し
て

い
る
。
横
山
百
合
子
は
、
本
書
の
ね
ら

い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

世
界
で
も
稀
に
み
る
巨
大
都
市
を
い

か
に
安
定
さ
せ
る
か
。
そ
れ
は
、
寛

政
、
天
保
の
二
度
に
わ
た
る
改
革
で

幕
閣
を
悩
ま
せ
た
難
題
で
あ
っ
た
。

そ
の
難
題
が
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で

新
政
府
に
も
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ

る
。
新
政
府
は
、
東
京
と
名
を
変
え

た
巨
大
都
市
を
い
か
に
統
治
し
よ
う

と
し
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
、
江
戸

の
人
び
と
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
た
の
か
。
そ
れ
が
、
本
書
の

主
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
（
本
書
ⅲ
～

ⅵ
頁
）
。

換
言
す
れ
ば
、
近
世
で
形
成
さ
れ
た
巨

大
都
市
・
江
戸
が
、
明
治
維
新
後
が
ど

の
よ
う
に
統
治
さ
れ
、
住
民
た
ち
が
い

か
に
そ
れ
を
受
容
し
た
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

続
い
て
、
本
書
の
構
成
に
つ
い
て
み

て
お
こ
う
。
本
書
は
、
次
の
各
章
か
ら

な
り
た
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に

第
一
章

江
戸
か
ら
東
京
へ

第
一
節

大
名
小
路
の
風
景

第
二
節

戦
略
的
な
藩
邸
配
置

第
三
節

江
戸
の
占
領
統
治

第
四
節

荒
廃
す
る
武
家
地

第
五
節

新
し
い
屋
敷
主
た
ち

第
二
章

東
京
の
旧
幕
臣
た
ち

第
一
節

新
政
府
の
悩
み

第
二
節

身
分
の
再
編
と
い
う
矛
盾

第
三
節

旧
幕
臣
本
多
元
治
の
明
治

維
新

第
三
章

町
中
に
生
き
る

第
一
節

家
守
た
ち
の
町
中

第
二
節

明
治
の
人
返
し

第
三
節

路
上
の
明
治
維
新

第
四
章

遊
郭
の
明
治
維
新

第
一
節

新
吉
原
遊
郭
と
江
戸
の
社

会

第
二
節

遊
郭
を
支
え
る
金
融
と
人

身
売
買

第
三
節

遊
女
い
や
だ
―
遊
女
か
し

く
の
闘
い

第
四
節

変
容
す
る
ま
な
ざ
し

第
五
章

屠
場
を
め
ぐ
る
人
び
と

第
一
節

弾
左
衛
門
支
配
の
終
焉

第
二
節

牛
肉
産
業
の
は
じ
ま
り

第
三
節

三
味
線
皮
渡
世
小
林
健
次

郎
の
挑
戦

第
四
節

い
ろ
は
大
王
と
自
由
民
権

お
わ
り
に

文
献
解
題

あ
と
が
き

全
体
を
見
渡
せ
ば
、
大
名
小
路
・
旧
幕

臣
・
町
中
・
遊
郭
・
屠
場
を
テ
ー
マ
と

し
て
、
近
世
江
戸
か
ら
近
代
東
京
に
か

け
て
の
都
市
社
会
の
変
容
を
、
自
由
民

権
運
動
が
さ
か
ん
に
な
る
一
八
八
〇
年

頃
ま
で
を
対
象
と
し
て
検
討
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。

Ⅱ
、
都
市
社
会
変
容
の
諸
相

こ
こ
で
、
よ
り
詳
細
に
各
章
の
内
容

を
み
て
み
よ
う
。
第
一
章
は
、
政
治
的
・

軍
事
的
に
配
置
さ
れ
た
江
戸
の
藩
邸
社

会
が
近
代
に
な
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
容

さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
み
て
い
る
。

各
藩
は
、
江
戸
に
お
い
て
、
上
屋
敷
・

中
屋
敷
・
下
屋
敷
を
設
置
し
て
い
た
。

そ
の
う
ち
、
江
戸
城
東
側
の
、
現
在
の

皇
居
外
苑
か
ら
丸
の
内
か
け
て
の
地
域

は
大
名
小
路
と
よ
ば
れ
、
親
藩
や
有
力

な
譜
代
大
名
が
上
屋
敷
を
置
い
て
お
り
、

さ
ら
に
南
北
町
奉
行
所
・
寺
社
奉
行
所
・

勘
定
奉
行
所
・
評
定
所
な
ど
の
幕
府
施

設
も
設
置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
大
川

端
（
隅
田
川
）
の
浜
町
か
ら
蛎
殻
町
に

か
け
て
の
空
間
も
、
親
藩
や
有
力
譜
代

大
名
の
中
屋
敷
が
お
か
れ
、
そ
れ
ら
の

各
藩
は
そ
れ
ぞ
れ
の
専
売
政
策
の
拠
点

と
し
て
利
用
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
藩

邸
や
幕
府
施
設
自
体
が
、
幕
藩
制
都
市

江
戸
の
政
治
的
・
軍
事
的
な
あ
り
よ
う

に
基
づ
い
て
戦
略
的
に
配
置
さ
れ
て
い

た
と
い
え
る
。
明
治
維
新
後
に
な
る
と
、

各
藩
は
江
戸
―
東
京
詰
の
藩
士
ら
の
多

く
を
国
元
に
も
ど
し
、
親
藩
・
有
力
譜

代
大
名
ら
に
優
先
的
に
割
り
当
て
い
た

地
域
の
一
部
に
公
家
や
旧
外
様
雄
藩
が

進
出
し
て
く
る
が
、
一
八
七
〇
年
の
段

階
で
は
、
藩
邸
が
江
戸
―
東
京
の
各
部

に
配
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
様
相
は
そ
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れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の

状
態
を
大
幅
に
変
え
た
の
が
、
一
八
七

一
年
の
廃
藩
置
県
で
あ
り
、
旧
大
名
小

路
が
官
庁
街
と
な
り
、
浜
町
―
蛎
殻
町

の
土
地
に
つ
い
て
も
薩
長
土
肥
関
係
者

が
取
得
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
く
る
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
都
市
空
間

全
体
の
変
容
過
程
に
お
い
て
、
能
動
的

君
主
と
し
て
の
権
威
を
も
つ
天
皇
が

「
東
幸
」
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

第
二
章
は
、
旗
本
以
下
の
旧
幕
臣
を

焦
点
と
し
て
、
武
家
地
の
変
容
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
る
。
明
治
維
新
直
後
の

東
京
に
お
い
て
は
、
旧
幕
臣
・
脱
藩
士
・

草
莽
な
ど
の
脱
籍
浮
浪
士
が
横
行
し
、

治
安
が
極
度
に
悪
化
し
て
い
た
。
新
政

府
は
、
身
分
制
を
再
編
し
た
形
で
維
持

し
な
が
ら
、
す
べ
て
の
人
民
を
居
住
地

で
把
握
す
る
戸
籍
編
成
を
行
う
こ
と
で

脱
籍
浮
浪
士
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
し

た
。
し
か
し
、
東
京
の
約
七
割
の
面
積

を
占
め
て
い
た
武
家
地
に
お
い
て
は
、

居
住
者
が
激
し
く
流
動
化
し
、
戸
籍
編

成
自
体
が
不
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
こ

と
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
手
段
を
行
使
し

て
土
地
経
営
が
有
利
な
地
域
に
土
地
を

獲
得
し
よ
う
と
す
る
旧
幕
臣
た
ち
の
営

為
も
か
か
わ
っ
て
い
た
。
結
局
、
最
終

的
に
は
、
廃
藩
置
県
後
、
身
分
制
度
廃

止
の
諸
政
策
が
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
過
程
に
は
、
身
分
制
の

解
体
と
い
う
問
題
が
背
景
に
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
ま
わ
し

た
い
。

第
三
章
は
、
町
人
地
の
秩
序
の
変
容

に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
本
来
、
そ

れ
ぞ
れ
の
町
―
町
中
は
、
正
規
の
町
人

身
分
で
あ
る
家
持
（
居
付
地
主
）
た
ち

に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
不
動
産
経
営
を
目
的
と
し
た
不
在

地
主
が
大
幅
に
増
加
し
、
町
人
地
の
運

営
に
参
画
で
き
な
い
家
借
（
借
地
人
）
・

店
借
（
借
家
人
）
が
町
中
に
流
入
し
、

特
に
店
借
は
江
戸
の
人
口
八
〇
％
近
く

を
し
め
、
彼
ら
が
江
戸
の
都
市
下
層
社

会
の
中
心
と
な
っ
た
。
町
中
の
運
営
は

地
主
に
雇
わ
れ
た
家
守
に
ま
か
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
「
家
守
の
町
中
」
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
維
新
後
は
、
そ
れ
ま
で

の
需
要
の
中
心
を
な
し
て
い
た
武
家
人

口
が
激
減
し
、
そ
れ
ま
で
の
都
市
下
層

民
が
無
産
化
し
た
。
新
政
府
と
し
て
は
、

無
産
化
し
た
都
市
下
層
民
を
、
開
墾
や

救
育
所
な
ど
の
「
人
返
し
」
―
都
市
社

会
か
ら
の
放
逐
―
を
行
う
一
方
、
家
守

の
町
中
運
営
へ
の
関
与
を
否
定
す
る
政

策
を
と
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
道
路
管

理
費
用
捻
出
を
目
的
と
し
て
、
繁
華
な

市
街
地
に
許
可
さ
れ
て
い
た
床
店
運
営

へ
の
家
守
の
関
与
を
否
定
し
た
こ
と
に

も
現
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

第
四
章
で
は
、
新
吉
原
遊
郭
の
変
容

を
検
討
し
て
い
る
。
新
吉
原
は
、
他
町

と
同
様
の
町
人
足
役
を
担
っ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
新
吉
原
に
潜
伏
す
る
犯
罪

者
の
内
定
な
ど
を
担
い
、
さ
ら
に
非
合

法
売
春
を
実
力
で
取
り
締
ま
る
役
を
担
っ

て
い
た
。
遊
女
は
、
形
式
的
に
は
奉
公

の
た
め
の
労
働
契
約
の
も
と
に
あ
る
と

み
な
さ
れ
た
が
、
遊
郭
社
会
の
内
部
で

は
土
地
や
家
屋
敷
と
同
様
に
換
金
・
売

買
で
き
る
「
財
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
状
態
に
お
い
て
の
遊
女
の
プ
ロ
テ

ス
ト
は
、
放
火
な
ど
の
死
罪
を
賭
し
た

も
の
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

一
八
七
二
年
の
芸
娼
妓
解
放
令
は
、
こ

の
新
吉
原
遊
郭
に
衝
撃
を
与
え
た
。
本

書
は
、
あ
る
遊
女
が
結
婚
を
理
由
と
し

て
、
遊
女
を
や
め
よ
う
と
す
る
あ
り
さ

ま
を
描
い
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

か
な
り
の
数
の
遊
女
が
新
吉
原
か
ら
出

て
い
き
、
残
っ
た
遊
女
た
ち
も
、
よ
り

よ
い
条
件
を
も
と
め
て
自
ら
貸
座
席
業

者
―
売
春
業
者
を
選
ぼ
う
と
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
遊

女
た
ち
に
対
し
て
、
そ
れ
以
降
は
「
自

ら
を
売
る
女
」
と
い
う
ス
テ
ィ
グ
マ
が

お
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、

こ
の
こ
と
も
後
で
検
討
し
た
い
。

第
五
章
で
は
、
屠
場
に
お
け
る
変
容

を
検
討
し
て
い
る
。
元
来
、
斃
牛
馬
の

皮
革
処
理
は
、
畿
内
以
西
で
は
か
わ
た
、

関
東
で
は
長
吏
と
さ
れ
た
人
び
と
が
お

こ
な
っ
て
お
り
、
近
世
後
期
に
は
「
え

た
」
と
い
う
蔑
称
で
よ
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
関
東
で
は
、
浅
草
新
町
に
屋

敷
を
構
え
る
弾
左
衛
門
が
関
八
州
え
た

頭
と
な
り
、
関
東
地
方
な
ど
の
地
域
の

え
た
を
統
括
す
る
と
と
も
に
、
乞
食
を

生
業
と
す
る
非
人
や
、
芸
能
に
よ
り
金

銭
を
も
ら
う
猿
舞
も
含
め
た
賤
民
身
分

の
人
び
と
を
支
配
下
に
お
い
て
い
た
。

弾
左
衛
門
は
支
配
下
の
人
び
と
に
対
す

る
裁
判
権
を
有
し
て
い
た
。
斃
牛
馬
の

皮
革
処
理
や
え
た
の
生
業
の
一
つ
と
さ

れ
た
灯
心
用
の
藺
草
取
得
を
独
占
し
、

そ
れ
ら
を
皮
革
問
屋
や
灯
心
問
屋
よ
り

売
り
さ
ば
く
特
権
を
得
る
と
と
も
に
、

灯
心
上
納
、
太
鼓
張
替
、
町
奉
行
所
な

ど
へ
の
駆
付
け
人
足
、
行
刑
処
理
、
無

宿
取
締
、
溺
死
体
処
理
な
ど
の
役
を
担
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
七
一
年
に
、

斃
牛
馬
の
皮
革
独
占
が
廃
止
と
な
り
、

続
い
て
賤
民
廃
止
令
が
布
告
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
体
制
は
一
変

し
た
。
弾
家
は
、
そ
れ
ま
で
の
支
配
権
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を
喪
失
し
、
斃
牛
馬
処
理
に
直
接
タ
ッ

チ
せ
ず
、
製
靴
業
に
転
化
し
よ
う
と
し

た
。
他
方
で
、
こ
の
時
期
、
食
肉
需
要

が
高
ま
っ
て
い
た
。
一
八
七
五
年
に
は
、

屠
牛
商
人
た
ち
に
よ
っ
て
官
許
屠
牛
改

会
社
が
設
立
さ
れ
、
生
牛
集
荷
―
屠
牛

―
卸
売
―
小
売
ま
で
を
統
括
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
屠
牛
工
程
は
、

経
験
を
有
す
る
旧
賤
民
身
分
の
人
び
と

が
低
賃
金
で
行
っ
て
い
た
。
だ
が
、
一

八
七
七
年
に
警
視
庁
が
介
入
し
、
そ
れ

ま
で
の
屠
場
を
廃
止
し
、
警
視
庁
直
轄

の
屠
場
を
開
設
し
た
。
さ
ら
に
一
八
七

九
年
に
、
警
視
庁
直
轄
の
屠
場
は
、
特

権
的
な
政
商
や
藩
閥
関
係
者
に
払
い
下

げ
ら
れ
た
。
彼
ら
は
官
設
三
田
育
種
場

の
払
い
下
げ
も
受
け
、
豊
盛
社
と
い
う

会
社
を
創
立
し
た
。
そ
の
代
表
者
が
木

村
荘
平
で
あ
る
。
木
村
は
、
元
賤
民
身

分
の
三
味
線
皮
渡
世
小
林
健
次
郎
に
よ

る
屠
場
雑
物
に
よ
る
化
製
所
設
立
を
後

押
し
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
屠
牛
商
人
た

ち
の
事
業
に
挑
戦
す
る
と
と
も
に
、
屠

牛
手
数
料
を
め
ぐ
っ
て
屠
牛
商
人
た
ち

と
激
し
く
対
抗
し
た
。
し
か
し
、
一
八

八
一
年
、
北
海
道
開
拓
使
官
有
物
払
下

問
題
で
世
論
が
沸
騰
し
て
い
る
中
で
、

警
視
庁
は
、
民
間
の
屠
場
開
設
を
認
め

た
。
そ
れ
以
降
、
木
村
な
ど
に
対
す
る

保
護
政
策
は
次
第
に
取
り
消
さ
れ
て
い
っ

た
が
、
木
村
は
、
牛
鍋
店
チ
ェ
ー
ン
の

開
設
な
ど
独
自
の
商
才
を
発
揮
し
、
一

自
営
業
者
と
し
て
生
き
抜
い
て
い
く
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
、

営
業
の
自
由
や
自
由
民
権
運
動
と
の
関

連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

も
後
で
検
討
し
て
み
よ
う
。

Ⅲ
、
身
分
制
社
会
の
解
体
を
め
ぐ
っ
て

本
書
は
、
近
世
江
戸
の
身
分
制
社
会

を
前
提
と
し
て
、
そ
の
解
体
の
上
に
、

近
代
東
京
の
都
市
社
会
が
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
過
程
を
全
体
と
し
て
扱
っ
て
い

る
。
ま
ず
は
、
本
書
の
い
う
身
分
制
社

会
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か

を
み
て
い
こ
う
。
横
山
百
合
子
は
、

「
同
じ
職
分
の
人
び
と
の
集
団
が
、
何

ら
か
の
公
的
役
割
を
担
う
こ
と
に
よ
っ

て
社
会
的
に
認
め
ら
れ
、
身
分
が
成
立

す
る
…
集
団
の
構
成
員
に
注
目
す
る
た

め
に
、
と
く
に
『
身
分
集
団
』
と
呼
ぶ

こ
と
も
あ
る
」
（
本
書
五
〇
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
幕
府
や
藩
も
、

そ
れ
ら
の
身
分
に
一
定
の
自
律
性
を
認

め
、
身
分
に
依
拠
し
て
支
配
を
行
っ
た
。

こ
れ
を
身
分
的
統
治
と
い
う
。
江
戸
時

代
の
社
会
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま

れ
た
身
分
が
い
く
つ
も
重
な
り
合
っ
て

形
作
ら
れ
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
身
分
集

団
に
依
拠
し
、
役
と
特
権
に
基
づ
い
て

統
治
が
行
な
わ
れ
た
社
会
で
あ
っ
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
（
本
書
五
一
頁
）
。

加
え
て
「
士
農
工
商
賤
民
と
い
う
基
幹

的
な
身
分
だ
け
で
な
く
、
芸
能
者
や
宗

教
者
な
ど
、
職
分
に
応
じ
た
細
か
な
身

分
集
団
が
数
多
く
生
ま
れ
、
集
団
の
実

態
に
応
じ
て
身
分
も
生
成
・
変
化
し
て

き
た
」
と
主
張
し
て
い
る
（
本
書
五
一

頁
）
。
本
書
の
「
お
わ
り
に
」
で
紹
介

さ
れ
て
い
る
髪
結
は
、
「
細
か
な
身
分

集
団
」
の
一
例
と
い
え
よ
う
。

こ
の
身
分
制
社
会
は
、
都
市
空
間
そ

れ
自
体
に
も
及
ん
で
い
た
。
横
山
は

「
江
戸
時
代
の
城
下
町
の
よ
う
に
、
異

な
る
身
分
が
共
存
す
る
場
所
で
は
、
都

市
空
間
そ
の
も
の
が
身
分
ご
と
に
分
割

さ
れ
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
本

書
五
二
頁
）
。
横
山
は
「
武
家
地
は
将

軍
か
ら
拝
領
し
た
空
間
で
あ
り
、
そ
こ

に
住
む
の
は
そ
の
土
地
を
拝
領
し
た
武

士
身
分
の
者
で
あ
る
。
そ
の
土
地
を
他

人
に
売
買
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」

と
し
、
「
一
方
、
町
人
地
は
町
人
身
分

の
者
が
分
有
す
る
空
間
で
あ
り
、
間
口

の
大
き
さ
に
対
応
し
て
国
役
や
公
役
、

そ
の
ほ
か
種
々
の
役
を
負
う
が
、
同
じ

身
分
の
者
で
あ
れ
ば
売
買
を
許
さ
れ
た
」

と
述
べ
て
い
る
（
本
書
五
二
頁
）
。
こ

の
よ
う
に
、
身
分
制
社
会
と
い
う
枠
組

み
は
、
江
戸
の
都
市
社
会
の
骨
格
を
な

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
近
世
江
戸
の
都
市
社
会

は
、
ど
の
よ
う
に
近
代
東
京
の
そ
れ
に

移
行
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
横
山

は
、
一
八
七
一
年
の
廃
藩
置
県
の
断
行

ま
で
に
つ
い
て
「
新
政
府
が
最
初
か
ら

身
分
制
の
解
体
を
展
望
し
、
身
分
に
依

拠
し
た
統
治
を
否
定
す
る
構
想
を
も
っ

て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、

近
世
社
会
を
形
作
っ
て
き
た
種
々
の
複

雑
な
身
分
を
整
理
し
て
単
純
化
し
、
再

編
す
る
政
策
を
と
っ
た
」
と
指
摘
し
て

い
る
（
本
書
五
三
頁
）
。
治
安
対
策
と

し
て
の
戸
籍
編
成
も
、
こ
の
時
期
に
お

い
て
は
再
編
さ
れ
た
身
分
制
を
も
と
に

行
な
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
横
山
は
「
人
も
居
住
地
も

激
し
く
流
動
す
る
維
新
後
の
東
京
に
お

い
て
、
…
す
べ
て
の
人
間
を
も
れ
な
く

戸
籍
に
登
録
す
る
こ
と
自
体
が
至
難
の

業
で
あ
っ
た
…
そ
の
矛
盾
と
葛
藤
の
果

て
に
、
新
政
府
は
身
分
的
統
治
の
完
全

廃
止
へ
と
飛
躍
し
て
い
く
」
と
主
張
し

て
い
る
（
本
書
五
三
頁
）
。
さ
ら
に
、

横
山
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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廃
藩
置
県
を
決
断
す
る
に
至
っ
た
新

政
府
は
、
賤
民
廃
止
、
盲
人
集
団
等

の
種
々
の
周
縁
的
身
分
の
廃
止
、
そ

し
て
武
家
地
・
町
人
地
の
区
別
の
廃

止
と
、
身
分
制
度
の
廃
止
を
進
め
る

諸
政
策
を
矢
継
ぎ
早
に
打
ち
出
し
て

い
く
。
こ
う
し
た
身
分
的
統
治
の
廃

止
は
、
兵
と
農
の
分
離
、
兵
と
商
工

の
分
離
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
、
城
下

町
江
戸
の
原
理
の
終
焉
を
も
意
味
し

て
い
た
（
本
書
七
一
〜
七
二
頁
）

廃
藩
置
県
が
画
期
と
な
っ
て
、
新
政
府

は
身
分
制
の
再
編
で
は
な
く
、
そ
の
廃

止
を
進
め
て
い
く
。
そ
れ
は
、
近
世
の

都
市
の
原
理
の
終
焉
で
あ
っ
た
と
横
山

は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ
、
「
ポ
ス
ト
身
分
制
社
会
」
を
展
望

し
てそ

れ
で
は
、
身
分
制
廃
止
が
進
め
ら

れ
た
以
降
の
、
近
代
東
京
の
都
市
の
原

理
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
今
風
な
言
い
方

を
す
れ
ば
、
「
ポ
ス
ト
身
分
制
社
会
」

の
原
理
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

近
代
社
会
自
体
を
論
じ
る
こ
と
は
本
書

の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
こ

の
問
題
は
追
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ

る
程
度
、
示
唆
的
に
は
扱
わ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。

ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
幕
藩
制

国
家
か
ら
近
代
国
民
国
家
に
お
け
る
権

力
へ
の
変
容
の
問
題
で
あ
る
。
幕
藩
制

国
家
に
お
け
る
権
力
は
、
社
会
の
他
の

分
野
と
同
様
に
身
分
制
的
に
編
成
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
社
会
全
体
に
お
い

て
身
分
制
が
解
体
さ
れ
る
な
ら
ば
、
国

家
権
力
に
お
け
る
身
分
制
原
理
も
解
体

も
し
く
は
変
容
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
国
家
権
力

は
既
存
の
社
会
を
超
越
し
た
絶
対
的
な

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
必
要
が

あ
る
。
本
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
天
皇

の
権
威
は
、
そ
の
よ
う
な
国
家
権
力
の

正
当
性
を
担
保
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
天
皇
だ
け
で
国
家
権
力
が
編

成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
担
い
手
と

し
て
の
官
僚
層
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
、
旧
来
の
身
分
制
社
会
か
ら
超
越

し
て
い
る
と
自
己
を
意
識
し
て
は
い
る

が
、
人
間
関
係
と
し
て
は
、
旧
藩
や
旧

公
家
の
枠
組
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
彼

ら
は
華
士
族
層
に
編
成
さ
れ
、
都
市
空

間
に
お
い
て
は
、
都
市
江
戸
の
藩
邸
社

会
の
構
成
を
一
部
継
承
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

他
方
で
、
本
書
に
お
い
て
、
武
家
地

も
ま
た
商
業
的
な
投
資
の
対
象
と
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
「
町
方
の
機
能

と
空
間
活
用
の
あ
り
方
」
を
学
ん
だ
も

の
と
し
、
そ
れ
を
「
武
士
身
分
の
者
た

ち
が
、
町
人
地
の
社
会
に
芽
生
え
た
資

本
の
論
理
に
包
摂
さ
れ
て
い
っ
た
」
と

指
摘
し
て
い
る
（
本
書
六
九
〜
七
〇
頁
）
。

身
分
制
の
原
理
は
、
最
終
的
に
は
資
本

の
論
理
に
よ
っ
て
代
置
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
一
方
で
、

屠
場
を
め
ぐ
る
問
題
で
出
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
営
業
の
自
由
を
求
め
て
藩
閥

官
僚
や
政
商
た
ち
と
対
抗
す
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
自
由
民

権
運
動
の
一
つ
の
源
流
と
な
り
、
最
終

的
に
は
、
地
方
自
治
制
・
立
憲
制
に
結

果
し
て
い
く
も
の
で
も
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
資
本
の
論
理
は
、
決

し
て
解
放
の
論
理
と
は
い
え
な
い
。
例

え
ば
、
第
四
章
で
扱
わ
れ
て
い
る
遊
女

を
み
て
み
よ
う
。
近
世
に
お
い
て
、
遊

女
は
「
財
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
プ
ロ
テ

ス
ト
は
文
字
通
り
に
死
を
賭
し
た
放
火

な
ど
し
か
で
き
な
い
存
在
で
あ
っ
た
。

一
八
七
二
年
の
芸
娼
妓
解
放
令
は
、
人

身
売
買
を
禁
止
し
、
遊
女
は
「
娼
妓
」

と
よ
ば
れ
、
そ
の
後
は
本
人
の
真
意
に

よ
る
売
春
し
か
み
と
め
な
い
こ
と
に
し

た
。
そ
れ
ま
で
遊
女
を
「
財
」
と
し
て

き
た
遊
女
屋
は
、
形
式
的
に
は
売
春
の

場
を
提
供
す
る
「
貸
座
敷
業
者
」
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
あ
る
意
味
で

擬
制
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と

は
、
あ
る
遊
女
の
解
放
を
め
ぐ
っ
て
の

抵
抗
の
挫
折
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
で
も
、
売
春
の
場
が
遊
女
側

の
選
択
に
よ
る
こ
と
に
よ
り
新
吉
原
遊

郭
の
衰
退
の
一
つ
の
原
因
と
な
っ
た
。

遊
女
の
主
体
性
が
擬
制
的
で
あ
っ
て
も

認
め
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ

の
個
の
主
体
性
を
商
品
販
売
者
と
し
て

形
式
的
に
認
め
る
こ
と
は
、
近
代
資
本

主
義
の
一
つ
の
原
理
と
い
え
る
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
は
、
売
ら
せ
る
者
や
買

う
者
の
存
在
が
消
去
さ
れ
、
自
主
的
な

選
択
に
よ
っ
て
「
自
ら
を
売
る
女
」
と

い
う
ス
テ
ィ
グ
マ
を
遊
女
に
押
し
て
い

く
こ
と
に
も
な
っ
て
い
く
。
近
代
資
本

主
義
に
お
け
る
主
体
の
二
重
性
が
こ
こ

に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
旧
賤
民
身
分
が
担
っ

て
い
る
屠
場
で
も
、
よ
り
複
雑
な
形
で

示
さ
れ
て
い
る
。
結
局
、
旧
賤
民
身
分

の
人
び
と
は
、
身
分
制
に
起
因
す
る
賤

視
が
あ
る
ま
ま
、
町
人
身
分
の
屠
牛
商

人
た
ち
に
、
非
常
に
低
条
件
で
屠
場
に

お
け
る
作
業
を
集
団
的
に
請
け
負
わ
ざ

京都部落問題研究資料センター通信 第54号

6

2019年1月25日



る
を
え
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
旧
賤
民

身
分
の
間
か
ら
で
も
、
主
体
的
に
近
代

的
な
工
場
建
設
を
め
ざ
す
動
き
も
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、
屠
牛
商
人
た
ち
は
、
前

述
の
よ
う
に
、
営
業
の
自
由
を
求
め
て
、

藩
閥
官
僚
や
政
商
た
ち
と
対
抗
し
、
そ

れ
は
、
同
時
期
に
行
な
わ
れ
た
自
由
民

権
運
動
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
資
本
主

義
に
お
い
て
、
旧
来
の
身
分
制
的
な
枠

組
が
残
存
す
る
一
方
で
、
個
の
主
体
の

確
立
を
め
ざ
す
動
き
が
あ
る
こ
と
が
、

そ
こ
に
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
屠
場
に

お
い
て
、
旧
賤
民
身
分
の
人
び
と
に
と
っ

て
は
、
え
た
頭
の
よ
う
な
自
ら
を
代
表

す
る
存
在
を
も
た
な
い
ま
ま
、
賤
視
を

前
提
と
し
て
、
全
体
と
し
て
屠
牛
商
人

に
従
属
す
る
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ

た
と
い
え
よ
う
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
遊
女
に
せ
よ
、
旧

賤
民
身
分
の
人
び
と
に
せ
よ
、
よ
り
一

般
的
な
家
産
を
も
た
な
い
都
市
下
層
民

に
せ
よ
、
没
落
士
族
に
せ
よ
、
資
本
主

義
に
お
い
て
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
生
業
の

道
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
身
分
制
社

会
の
解
体
は
、
逆
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身

分
の
利
害
代
表
者
を
失
わ
せ
た
面
も
あ

る
。
身
分
制
は
拘
束
で
も
あ
る
が
、
そ

の
反
面
、
生
業
を
保
障
す
る
特
権
を
獲

得
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
が
、
身
分
制

の
解
体
は
、
生
業
を
保
障
す
る
特
権
の

喪
失
を
も
意
味
し
て
い
た
。
そ
し
て
、

彼
ら
は
、
生
業
を
保
障
す
る
も
の
を
も

た
な
い
ま
ま
、
資
本
の
論
理
が
支
配
す

る
市
場
社
会
に
解
き
放
た
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
人
び
と

は
、
貧
窮
し
た
生
活
を
近
代
に
送
ら
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。こ

こ
で
、
本
書
を
読
ん
で
い
く
つ
か

の
課
題
を
提
起
し
た
の
は
、
横
山
百
合

子
の
み
に
責
を
負
わ
せ
る
つ
も
り
で
は

な
い
。
横
山
と
と
も
に
こ
れ
ら
の
課
題

に
取
り
組
む
べ
き
私
た
ち
の
課
題
で
も

あ
る
。

（
岩
波
書
店
刊
、
二
〇
一
八
年
八
月
、
七
八

〇
円
）

二
〇
一
八
年
四
月
二
九
日
、
京
都
市

左
京
区
に
「
朝
田
善
之
助
記
念
館
・
附

属
図
書
室
」
（
以
下
、
朝
田
記
念
館
）

が
完
成
し
た
（
写
真
①

写
真
は
全
て
朝

田
善
之
助
記
念
館
提
供
）
。
同
年
七
月

一
七
日
に
正
式
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
六

万
点
の
資
料
を
所
蔵
す
る
同
館
は
、
リ

バ
テ
ィ
大
阪
に
対
す
る
補
助
金
の
廃
止

（
二
〇
一
三
年
）
な
ど
、
近
年
の
状
況

を
鑑
み
れ
ば
、
部
落
問
題
に
関
わ
る
大

型
の
資
料
館
が
開
設
さ
れ
た
と
い
う
点

で
特
筆
す
べ
き
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。
ま
た
、
様
々
に
異
な
る
、
時
に

対
立
す
る
評
価
や
ス
タ
ン
ス
を
惹
起
す

る
人
物
で
あ
る
朝
田
善
之
助
（
一
九
〇

二
～
一
九
八
三
年
）
と
い
う
「
巨
人
」

を
、
私
た
ち
が
改
め
て
議
論
の
遡
上
に

乗
せ
得
る
機
会
を
提
供
し
て
く
れ
て
も

い
る
点
で
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

こ
の
小
論
で
は
、
記
念
館
の
性
格
や
意

義
に
つ
い
て
、
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

設
立
ま
で
の
経
緯

二
〇
一
八
年
七
月
一
三
日
、
朝
田
教

育
財
団
主
催
の
第
三
六
回
同
和
教
育
研

修
会
が
開
催
さ
れ
、
竹
口
等
常
務
理
事

よ
り
、
設
立
に
至
る
経
緯
が
紹
介
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
一
年
に

財
団
が
設
立
さ
れ
た
当
初
か
ら
「
部
落

問
題
資
料
館
の
建
設
を
め
ざ
す
」
と
さ

れ
て
い
た
よ
う
だ
。
当
初
、
朝
田
善
之

助
本
人
か
ら
託
さ
れ
た
資
料
は
一
千
点

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、
朝
田
善

之
助
が
亡
く
な
っ
た
後
、
府
市
に
散
ら

ば
っ
た
資
料
を
ト
ラ
ッ
ク
で
回
収
し
、

丹
念
な
資
料
保
存
・
整
理
の
作
業
が
一

九
八
四
年
七
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
資
料
点
数
は
四
万
点

に
ま
で
達
し
、
財
団
が
収
集
し
た
資
料

な
ど
と
併
せ
六
万
点
に
の
ぼ
っ
た
の
で

あ
る
。
朝
田
記
念
館
は
、
約
四
〇
年
近

い
時
を
か
け
て
、
一
大
部
落
問
題
資
料

館
と
し
て
我
々
の
眼
前
に
現
れ
た
こ
と

に
な
る
（
写
真
②
）
。

と
こ
ろ
で
、
部
落
問
題
研
究
所
（
一

九
四
八
年
設
立
）
と
は
別
に
、
京
都
部
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落
史
研
究
所
（
現
在
の
京
都
部
落
問
題

研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
）
が
設
立
さ
れ
た

の
が
一
九
七
七
年
で
あ
っ
た
。
部
落
解

放
運
動
の
組
織
的
な
課
題
も
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
が
別
々
の
資
料
館
・
研
究
所
の

設
立
を
目
指
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
（
公
財
）
世
界
人
権
問
題
研

究
セ
ン
タ
ー
（
一
九
九
四
年
設
立
）
が

加
わ
り
、
各
所
各
様
の
資
料
収
集
・
整

備
、
そ
し
て
、
研
究
を
進
め
て
き
た
。

そ
の
こ
と
の
評
価
を
こ
こ
で
す
る
つ
も

り
は
な
い
が
、
端
的
に
言
え
ば
、
各
研

究
機
関
・
資
料
施
設
間
の
連
携
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
、
比
較
研
究
が
非
常
に
重
要

だ
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。

部
落
問
題
の
総
合
的
な
研
究
を
進
め
る

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や

歴
史
的
な
対
立
を
「
乗
り
越
え
る
」
必

要
が
あ
る
し
、
既
に
、
一
部
の
歴
史
学

者
を
は
じ
め
、
横
断
的
に
資
料
探
索
・

分
析
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
意
味
で

も
こ
れ
ら
の
研
究
所
や
資
料
館
が
継
続
・

維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
重
要

で
あ
る
。
特
に
、
部
落
差
別
解
消
推
進

法
が
指
摘
す
る
「
情
報
化
の
進
展
」
に

よ
る
差
別
が
吹
き
荒
れ
る
今
、
反
差
別

の
運
動
や
制
度
的
な
差
別
是
正
の
あ
り

様
を
め
ぐ
っ
て
、
部
落
問
題
に
関
わ
る

専
門
的
な
研
究
・
資
料
機
能
は
ま
す
ま

す
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。

二
〇
〇
九
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
部
落

問
題
研
究
所
主
催
の
北
原
泰
作
資
料
の

整
理
作
業
に
は
立
場
を
越
え
た
大
勢
の

研
究
者
が
参
加
し
た
。
筆
者
自
身
、
北

原
を
め
ぐ
る
評
価
を
旺
盛
に
議
論
で
き

た
こ
と
を
非
常
に
貴
重
な
経
験
と
し
て

記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
そ
の
成
果

は
、
『
部
落
問
題
解
決
過
程
の
研
究
』

（
全
五
巻
）
と
し
て
世
に
出
さ
れ
た
が
、

そ
の
多
様
な
研
究
者
の
参
画
と
い
う
出

来
事
は
十
分
に
記
憶
・
記
録
さ
れ
て
い

な
い
。

そ
の
点
で
、
朝
田
記
念
館
の
設
立
は
、

ま
さ
に
、
最
も
党
派
的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
対
立
・
摩
擦
の
発
信
源
の
よ
う
に
も

捉
え
ら
れ
て
き
た
人
物
を
記
念
す
る
資

料
館
か
ら
、
そ
の
点
を
正
面
か
ら
深
く

掘
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。

そ
の
流
れ
を
推
し
進
め
る
重
要
な
契
機

と
な
り
得
る
も
の
と
考
え
た
い
。
京
都

部
落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
、
世
界

人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
、
柳
原
銀
行

記
念
資
料
館
、
ツ
ラ
ッ
テ
ィ
千
本
も
参

加
す
る
「
人
権
資
料
・
展
示
全
国
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
へ
の
加
盟
も
あ
り
得
る
だ

ろ
う
。

資
料
の
性
格
と
可
能
性

朝
田
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
た
資
料
群

へ
の
関
心
事
項
と
し
て
、
①
朝
田
善
之

助
の
思
想
・
実
践
・
理
論
の
形
成
に
影

響
を
与
え
た
も
の
、
そ
の
形
成
過
程
、

②
部
落
解
放
運
動
（
中
央
本
部
・
京
都

府
連
）
の
意
思
決
定
過
程
や
組
織
化
の

過
程
、
③
地
元
で
あ
る
田
中
部
落
の
動

向
、
と
い
っ
た
点
に
分
け
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
が
非
常
に
大
き
な
テ
ー

マ
で
あ
る
が
、
①
に
つ
い
て
は
、
朝
治

武
の
『
差
別
と
反
逆
―
平
野
小
剣
の
生

涯
』
（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
）
の

よ
う
な
大
著
が
新
た
に
「
朝
田
善
之
助

論
」
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
も
十
分
に

あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
『
新
版
差
別
と
闘

い
つ
づ
け
て
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九

七
九
年
）
や
『
朝
田
善
之
助
全
記
録
』

（
全
五
五
巻
、
朝
田
教
育
財
団
、
一
九

八
六
～
二
〇
〇
三
年
）
の
再
検
証
も
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
既
に
、
『
差
別

と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
（
阿
吽
社
、

二
〇
一
三
年
）
所
収
の
「
朝
田
善
之
助

の
全
国
水
平
社
解
消
論
」
を
執
筆
し
た

前
川
修
の
作
業
が
そ
の
先
鞭
を
つ
け
て

い
る
が
、
朝
田
記
念
館
所
蔵
資
料
を
活

用
し
た
本
格
的
な
検
討
が
可
能
に
な
っ

た
訳
で
あ
る
。

ま
た
、
関
連
資
料
と
突
き
合
わ
せ
る

作
業
も
可
能
で
あ
る
。
現
在
、
京
都
部
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落
問
題
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
に
所
蔵
さ

れ
、
資
料
整
理
が
中
断
し
て
い
る
駒
井

昭
雄
資
料
が
あ
る
。
駒
井
宅
か
ら
部
落

解
放
同
盟
京
都
府
連
合
会
、
解
放
新
聞

社
の
手
を
渡
っ
て
、
資
料
セ
ン
タ
ー
に

た
ど
り
着
い
た
一
七
箱
の
段
ボ
ー
ル
の

整
理
が
、
二
〇
一
五
年
二
月
よ
り
開
始

さ
れ
た
。
同
年
一
二
月
に
は
さ
ら
に
二

〇
箱
の
段
ボ
ー
ル
が
追
加
さ
れ
た
こ
と

で
、
作
業
人
数
の
限
界
も
重
な
り
、
中

断
し
現
在
に
至
る
。
整
理
さ
れ
た
一
二

〇
〇
点
の
資
料
の
性
格
は
、
一
九
六
〇

年
代
か
ら
七
〇
年
代
の
京
都
府
連
の
組

織
問
題
に
関
わ
る
も
の
や
田
中
支
部
に

関
す
る
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
点
で
、
上
記
の
②
③
の
論
点

を
追
究
す
る
に
あ
た
っ
て
突
き
合
わ
せ

た
い
資
料
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
部
落
問

題
研
究
所
所
蔵
の
三
木
一
平
資
料
な
ど

と
も
見
比
べ
る
こ
と
で
、
京
都
に
お
け

る
部
落
解
放
運
動
の
推
移
や
田
中
地
域

の
総
合
的
な
研
究
が
可
能
と
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

朝
田
善
之
助
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て

朝
田
善
之
助
と
い
う
人
物
を
め
ぐ
る

評
価
を
現
代
的
に
行
う
こ
と
は
非
常
に

難
し
い
。
あ
ま
り
に
も
多
く
の
こ
と
が

語
ら
れ
過
ぎ
、
そ
の
多
く
が
典
型
的
な

語
り
口
に
終
始
し
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

六
万
点
の
関
連
資
料
が
閲
覧
可
能
に
な
っ

た
今
、
私
た
ち
は
、
改
め
て
こ
の
「
巨

人
」
と
ど
う
対
峙
す
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
京
都
市
を

は
じ
め
と
し
て
、
同
和
行
政
が
「
廃
止
」
、

も
し
く
は
、
「
縮
小
」
さ
れ
て
い
き
、

部
落
解
放
運
動
も
ま
た
か
つ
て
の
活
気

を
失
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
部
落

問
題
研
究
も
、
地
道
な
作
業
が
全
国
各

地
で
続
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
全
般

的
に
は
「
下
火
」
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ア
ウ

テ
ィ
ン
グ
（
部
落
暴
き
）
や
ヘ
イ
ト
ス

ピ
ー
チ
と
言
っ
た
現
代
的
な
部
落
差
別

が
露
悪
的
に
噴
出
し
て
い
る
現
在
、
改

め
て
、
現
代
の
部
落
解
放
運
動
を
論
じ
、

実
践
し
て
い
く
た
め
に
「
対
決
」
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
論
と
実
践
を
唱
導

し
た
朝
田
善
之
助
の
全
貌
を
解
き
明
か

す
、
最
後
で
最
大
の
ピ
ー
ス
が
同
館
の

設
立
に
よ
っ
て
埋
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

新
た
な
解
放
運
動
の
拠
点
と
し
て

朝
田
記
念
館
に
つ
い
て
最
後
に
付
け

加
え
た
い
の
は
、
「
朝
田
学
校
」
と
言

わ
れ
、
活
動
家
・
研
究
者
・
文
化
人
・

行
政
職
員
な
ど
が
日
常
的
に
集
い
議
論

を
交
わ
し
た
、
朝
田
善
之
助
の
自
宅
の

部
屋
が
再
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（
写
真
③
）
。
朝
田
記
念
館
で
は
、
研

修
を
受
け
い
れ
て
も
お
り
、
単
な
る
資

料
館
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
啓
発
・
教

育
の
機
能
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
（
写

真
④
）
。
も
し
、
現
代
の
「
朝
田
学
校
」

が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
う

い
っ
た
場
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
特
に
、

朝
田
教
育
財
団
は
部
落
出
身
の
若
者
・

青
年
た
ち
の
サ
ポ
ー
ト
に
力
を
入
れ
て

き
た
。
様
々
な
当
事
者
運
動
に
と
っ
て

「
居
場
所
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
一

目
瞭
然
で
あ
る
が
、
部
落
の
当
事
者
が

自
分
た
ち
を
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
し
な

が
ら
、
理
論
的
・
実
践
的
に
鍛
え
ら
れ

る
場
と
し
て
同
館
が
生
か
さ
れ
る
こ
と

も
ま
た
、
期
待
で
き
る
。

現
在
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
精
緻
化
や

閲
覧
シ
ス
テ
ム
の
整
備
な
ど
、
よ
り
充

実
し
た
利
用
に
供
す
る
た
め
の
作
業
が

進
行
形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の

方
々
に
訪
れ
て
欲
し
い
。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

京
都
市
左
京
区
浄
土
寺
西
田
町
２
番
地

見
学
・
研
修
の
申
込
先

電
話
（
０
７
５
）
７
５
１
―

１
１
７
１

開
室
日
時

平
日
10
時
～
16
時

（
土
日
祝
日
休
館
）
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部18.10）：500円

特集 名古屋城エレベーター設置問題

私の沖縄問題―日本の問題として― 岸政彦

自治体における同和行政に関するアンケート調査の結果

から 谷川雅彦

報告 大賀正行 連続講座 1 生い立ち編

食肉の流通近代化で旧白丁差別は克服されたのか―朝鮮

衡平運動史研究会の第2回韓国踏査から 上― 川瀬俊治

ヒューマンライツ 368（部落解放・人権研究所刊，20

18.11）：500円

特集 第４３回部落解放・人権西日本夏期講座

同性婚からみた多様な性、多様な家族 南和行／鳥取県

における部落差別の実態と課題 坂根政代

願い続けてきたことに終止符を―鳥取県吉岡温泉の上湯

と下湯の協定 林光宏

差別用語「白丁」がどんな時に顕在化するのか―朝鮮衡

平運動史研究会の第2回韓国踏査から 下―川瀬俊治

ヒューマンライツ 369（部落解放・人権研究所刊，20

18.12）：500円

特集 沖縄から考える世界人権宣言70年

ひょうご部落解放 169（ひょうご部落解放・人権研究

所刊，2018.6）：700円

特集 在日コリアンをめぐる差別の現状

外国籍教員への差別解消を求めて―文科省交渉実現・田

中宏さんの院内集会講演までの経過とその後の行動 小

西和治／朝鮮学校の歴史と「高校無償化」裁判 金東鶴

／講演録 朝鮮学校へも「高校無償化法」の適用を！ 前

川喜平

映画の紹介

「獄友」 若宮まさこ／「1987、ある闘いの真実」 伊地

知紀子／「タクシー運転手 約束は海を越えて」 高吉美

本の紹介 古林海月作・画 『麦ばあの島』 宮前千雅子

部落解放 764（解放出版社刊，2018.10）：1,000円

特集 解放教育 学校を変える 被差別マイノリティの子

どもたち 5

部落解放 765（解放出版社刊，2018.11）：600円

特集 滋賀から人権教育を発信する

二つの「100年」から隣保館を考える 隣保館を「我が事・

丸ごと地域共生社会」の拠点施設へ 大北規句雄

「同和地区の貧しさ」について考える 1 官庁統計デー

タの批判的利用 島和博

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 26 第3部

ハフリの世界 第3章 ハフリと自然神・動物供儀 川元

祥一

部落解放 766（解放出版社刊，2018.12）：600円

特集 社会（またはマジョリティ社会）に発信する若者

たち2

本の紹介

鳥取県部落史研究会編『近世の皮革統制と流通―中国・

播磨地方の諸藩を中心に』 西村祐子／矢野治世美著

『和歌山の差別と民衆 女性・部落史・ハンセン病問題』

近藤恵美子

研究所の50年を未来につなぐ 部落解放・人権研究所50

周年記念座談会 内田龍史，熊本理抄，矢野治世美，李

嘉永，棚田洋平

「同和地区の貧しさ」について考える 2 同和地区の階

層構造 島和博

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 27 第3部

ハフリの世界 第4章 動物供儀を続ける諏訪神社 川元

祥一

部落解放 767（解放出版社刊，2019.1）：600円

特集 部落問題と向き合う若者たち ７

はじめに―「部落問題と向き合う若者たち 7」によせて

内田龍史／旅をとおして青年と出会う 太田遊人／地域

に生まれ育ったことは譲れない 三木幸美／場面・局面

をシミュレーション 小橋遼

ヘイト・スピーチを受けない権利 43 結婚差別のプロセ

スを分析する 前田朗

本の紹介 黒古一夫著『原発文学史・論 絶望的な「核

（原発）」状況に抗して』 四方哲

「同和地区の貧しさ」について考える 3 同和地区にお

ける「人びとの移動」と階層変動 島和博

部落共同体論 形成期の社会的分業とその構造 28 第3部

ハフリの世界 第5章 地域のハフリ―その転身 川元祥一

部落解放研究くまもと 76（熊本県部落解放研究会刊，

2018.10）

特集 障害者のいのちと人権―旧優生保護法と強制不妊

手術

障害者のいのちと人権―旧優生保護法と強制不妊手術

新里宏二

水俣避病院と水俣病―水俣病差別の理解のために 花田

昌宣

史料でみる近世の水俣―色川大吉「不知火海民衆史」へ

の疑問から― 矢野治世美

本願寺史料研究所報 56（本願寺史料研究所刊，2018.

11）

近世の本願寺、その日その日 左右田昌幸

むこうにみえるは 13（人権ネットワーク・ウェーブ2

1刊，2018.11）

改進地区における教育の歩み 下
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障害者の就労施策と大学における障害学生のキャリア支

援 姜博久

年報 教育の境界 15（教育の境界研究会刊，2018.5）

境界としての都市近郊―久世大日堂、久世駒形稚児をめ

ぐって―中西宏次

京都部落問題研究資料センター通信 53号（京都部

落問題研究資料センター刊，2018.10）

2018年度差別の歴史を考える連続講座報告

本の紹介 伊藤亜紗著『どもる体』 渡辺毅

収集逐次刊行物目次（2018年7月～9月）

グローブ 95（世界人権問題研究センター刊，2018.10）

明石民蔵の二男・省三について―明石民蔵研究ノート

山内政夫

国際人権ひろば 142（アジア・太平洋人権情報センター

刊，2018.11）：350円

特集 国連人種差別撤廃委員会が問う日本の人種差別

在日朝鮮人史研究 48（在日朝鮮人運動史研究会編，2

018.10）：2,400円

治安維持法による在日朝鮮人弾圧－被検挙者・被起訴者

の民族別比率の推定 水野直樹

朝鮮民族にとっての1938年・新協劇団「春香伝」 外村大

韓国人シベリア抑留体験者李厚寧氏の聞き取り 北原道子

解放後在日朝鮮人の民族教育への教育費獲得運動（1947

年～1949年）－納税義務との結び付きを中心に 姜晶薫

在日コリアン女性とチェサ（祭祀） 李裕淑

書評 鈴木久美著『在日朝鮮人の「帰国」政策―1945年

～1946年』 落合博男

人権と部落問題 917（部落問題研究所刊，2018.11）：

600円

特集 生活保護基準の切り下げと生存権

文芸の散歩道 文学者の沖縄責任―広津和郎『さまよえ

る琉球人』― 福地秀雄

ごった煮人生をふり返って 7 父の高等科、養蚕・土方

時代 成澤榮壽

人権と部落問題 918（部落問題研究所刊，2018.12）：

600円

特集 女性と人権

本棚 三田智子著『近世身分社会の村落構造―泉州南王

子村を中心に―』 町田哲

著書『近世身分社会の村落構造―泉州南王子村を中心に

―』あとがきにかえて 三田智子

文芸の散歩道 『君たちはどう生きるか』の再来に考え

る 松井活

ごった煮人生をふり返って 8 父の小県蚕業学校・信濃

同仁会時代 成澤榮壽

じんけん ぶんか まちづくり 61（とよなか人権文化

まちづくり協会刊，2018.10）

豊中の差別事象を考える 佐佐木寛治

2018特別講座「米騒動」100年を考える[報告]

講演1 「女一揆の地・富山から」／講演2 「米騒動と被

差別部落」

振興会通信 142（同和教育振興会刊，2018.9）

同朋運動史の窓 48 左右田昌幸

振興会通信 143（同和教育振興会刊，2018.11）

同朋運動史の窓 49 左右田昌幸

信州農村開発史研究所報 145（信州農村開発史研究

所刊，2018.9）

八重原村の被差別部落の歴史 5 柳沢惠二

五郎兵衛用水が「世界かんがい施設遺産」に 斎藤洋一

新潮 第115巻12号（新潮社刊，2018.12）：930円

特集 差別と想像力―「新潮45」問題から考える

月刊スティグマ 267（千葉県人権センター刊，2018.1

0）：500円

千葉県の部落史を歩く 5 『勝扇子』事件と被差別部落

坂井康人

月刊スティグマ 268（千葉県人権センター刊，2018.1

1）：500円

千葉県の部落史を歩く 5-2 『勝扇子』事件について 1

坂井康人

であい 678（全国人権教育研究協議会刊，2018.9）：1

60円

人権のまちをゆく 75 大島青松園訪問記

人権文化を拓く 250 識字・日本語学習の充実をめざし

て―「よみかき茶屋」の歩みから 柴田亨

であい 679（全国人権教育研究協議会刊，2018.10）：

160円

人権文化を拓く 251 情報化と部落問題 高田一宏

であい 680（全国人権教育研究協議会刊，2018.11）：

160円

人権文化を拓く 252 人権問題の中の差別 ダニー ネフ

セタイ

てくてく 164（京都教区カトリック正義と平和協議会

刊，2018.12）

清水・鳥辺野フィールドワーク[報告] 講師：山田邦和

さん

ヒューマンJournal 226（自由同和会中央本部刊，201

8.9）：500円

部落解放運動40年を振り返って 29 部落解放に反天皇制

は無用 9 灘本昌久

ヒューマンライツ 367（部落解放・人権研究所刊，20

2019年1月25日
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□所 在 地 〒603-8151 京都市北区小山下総町5-1 京都府部落解放センター３階

□TEL/FAX 075-415-1032

□U R L http://shiryo.suishinkyoukai.jp

□開室日時 月曜日～金曜日 第２・４土曜日 10時～17時（祝日・木曜（月2回）・年末年始は休みます）

□交通機関 市営地下鉄烏丸線「鞍馬口」駅（京都駅より約10分）下車 北へ徒歩５分

明日を拓く 117 解放研究 30（東日本部落解放研究

所刊，2018.10）：2,000円

一茶の世界から詠む被差別民 長吏・かわた 太田恭治

近世下野国の被差別民―宇都宮藩の実態― 竹末広美

『旧大宮市域小頭家文書』と五反田・古文書を読む会

『旧大宮市域小頭家文書』と五反田・古文書を読む会に

ついて 吉田勉／史料『旧大宮市域小頭家文書』付・史

料リスト／五反田会館・古文書を読む会に参加して／部

落解放同盟埼玉県連大宮支部長 松島一夫さんに聞く 松

本勝／五反田・地域コミュニティを知る 松本勝

IMADR通信 196（反差別国際運動刊，2018.11）

特集 先住民族の権利は保障されているのか IMADR30年

ウィングスきょうと 148（京都市男女共同参画推進協

会刊，2018.10）

図書情報室新刊案内

長嶋淳子著『江戸の異性装者（クロスドレッサー）たち

セクシュアルマイノリティの理解のために』／平山亮

著『介護する息子たち 男性性の死角とケアのジェンダー

分析』

ウィングスきょうと 149（京都市男女共同参画推進協

会刊，2018.12）

図書情報室新刊案内

渡辺大輔著『中学生の質問箱 性の多様性ってなんだろ

う？』／長谷川晶一著『女の子だって、野球はできる！

「好き」を続ける女性たち』

鴨東通信 107（思文閣出版刊，2018.10）

社会からみえる天皇制 天皇制からみえる現代 高木博志，

田中智子，福家崇洋

解放新聞京都版 1132（解放新聞社京都支局刊，2018.

10.20）：70円

本の紹介 永野三智著『みな、やっとの思いで坂をのぼ

る 水俣病患者相談のいま』

解放新聞東京版 947・948号（解放新聞社東京支局刊，

2019.1.1・15）：186円

新たな時代を拓いた弾直樹の功績 水野松男

語る・かたる・トーク 284（横浜国際人権センター刊，

2018.10）：550円

シリーズ「解放教育」継承への扉 80 最終回 教職40年

を終えて 3─教え子からの表彰状─ 外川正明

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「少しずつ積み重ねる」 吉成タダシ

（横浜国際人権センター刊，2018.11）：550円

語る・かたる・エッセー 中高生とともに差別と闘う

「納骨堂・『風の舞』・庵治第二小」 吉成タダシ

カトリック部落差別人権委員会ニュース 176（日本

カトリック部落差別人権委員会刊，2018.9）

公開講演会 日常の中の部落差別～差別をなくすのに必

要なことって？～ 上川多実

かわとはきもの 185（東京都立皮革技術センター台東

支所刊，2018.9）

靴の歴史散歩 130 稲川實

皮革関連統計資料

関西大学人権問題研究室紀要 76（関西大学人権問題

研究室刊，2018.11）

重度自閉症者支援における関係づくり 狭間香代子，辻

井善弘

高い敏感性をもつ子ども（Highly Sensitive Child）の

理解―自閉症・高敏感者・エンパス・不登校― 串崎真志

国際社会における男性ジェンダー政策の展開―「ケアす

る男性性」と「参画する男性」― 多賀太

～各逐次刊行物の目次の中から部落問題関係のものを中心にピックアップしました～

◇2018年度の「差別の歴史を考える連続講座」は無事に全6回が終了いたしました。只今、講演録の作成
中です。3月末に発行予定ですので、しばらくお待ちください。
◇次年度の連続講座につきましては次号でお知らせいたします。


